
【選管公表】

政党その他の政治団体の収支報告書の要旨の公表（９件） ２

目 次

島根県報
平成23年11月25日（金）

号外 第 1 9 3 号
( )毎週火・金曜日発行

http://www.pref.shimane.lg.jp/

第193号 島 根 県 報 平成23年11月25日号外

 
1



選 挙 管 理 委 員 会 公 表

島根県選挙管理委員会公表第３号

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第１項及び第17条第１項の規定による政党その他の政治団体の平成22

年（第１回）、平成21年（第２回）、平成20年（第３回）の収支報告書の要旨を同法第20条の規定により別冊のとおり公

表する。

平成23年11月25日

島根県選挙管理委員会委員長 津 田 和 美

島根県選挙管理委員会公表第４号

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第１項及び第17条第１項の規定による政党その他の政治団体の収支に

関する報告書について、自由民主党益田支部から訂正の報告があったので、同法第20条の規定に基づき、政党その他の政

治団体の収支報告書の要旨の公表（平成22年島根県選挙管理委員会公表第３号）の一部を次のとおり訂正する。

平成23年11月25日

島根県選挙管理委員会委員長 津 田 和 美

［政党］の自由民主党益田支部のうち収入総額「6,302,776」を「5,773,976」に改める。

［政党］の自由民主党益田支部のうち前年繰越額「4,361,548」を「3,832,748」に改める。

島根県選挙管理委員会公表第５号

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第１項及び第17条第１項の規定による政党その他の政治団体の収支に

関する報告書について、自由民主党益田支部から訂正の報告があったので、同法第20条の規定に基づき、政党その他の政

治団体の収支報告書の要旨の公表（平成21年島根県選挙管理委員会公表第１号）の一部を次のとおり訂正する。

平成23年11月25日

島根県選挙管理委員会委員長 津 田 和 美

［政党］の自由民主党益田支部のうち収入総額「8,487,086」を「7,958,286」に改める。

［政党］の自由民主党益田支部のうち本年収入額「4,110,886」を「3,582,086」に改める。

［政党］の自由民主党益田支部のうち金額「1,069,600」を「540,800」に改める。

［政党］の自由民主党益田支部のうち員数「838」を「258」に改める。

島根県選挙管理委員会公表第６号

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第１項及び第17条第１項の規定による政党その他の政治団体の収支に

関する報告書について、加藤いさむ後援会から訂正の報告があったので、同法第20条の規定に基づき、政党その他の政治

団体の収支報告書の要旨の公表（平成22年島根県選挙管理委員会公表第３号）の一部を次のとおり訂正する。

平成23年11月25日

島根県選挙管理委員会委員長 津 田 和 美

［資金管理団体］の加藤いさむ後援会のうち収入総額「180,146」を「180,550」に改める。

［資金管理団体］の加藤いさむ後援会のうち本年収入額「0」を「404」に改める。

［資金管理団体］の加藤いさむ後援会のうちその他の収入「0」を「404」に改める。
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島根県選挙管理委員会公表第７号

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第１項及び第17条第１項の規定による政党その他の政治団体の収支に

関する報告書について、珍部よしひろ後援会から訂正の報告があったので、同法第20条の規定に基づき、政党その他の政

治団体の収支報告書の要旨の公表（平成22年島根県選挙管理委員会公表第３号）の一部を次のとおり訂正する。

平成23年11月25日

島根県選挙管理委員会委員長 津 田 和 美

［資金管理団体］の珍部よしひろ後援会のうち収入総額「4,260,458」を「2,700,084」に改める。

［資金管理団体］の珍部よしひろ後援会のうち前年繰越額「60,458」を「84」に改める。

［資金管理団体］の珍部よしひろ後援会のうち本年収入額「4,200,000」を「2,700,000」に改める。

［資金管理団体］の珍部よしひろ後援会のうち支出総額「4,119,989」を「2,475,662」に改める。

［資金管理団体］の珍部よしひろ後援会のうち個人「4,200,000」を「2,700,000」に改める。

［資金管理団体］の珍部よしひろ後援会のうち寄附小計「4,200,000」を「2,700,000」に改める。

［資金管理団体］の珍部よしひろ後援会のうち光熱水費「312,501」を「141,600」に改める。

［資金管理団体］の珍部よしひろ後援会のうち備品・消耗品費「239,185」を「377,194」に改める。

［資金管理団体］の珍部よしひろ後援会のうち事務所費「230,015」を「369,920」に改める。

［資金管理団体］の珍部よしひろ後援会のうち経常経費小計「1,591,701」を「1,698,714」に改める。

［資金管理団体］の珍部よしひろ後援会のうち組織活動費「2,289,100」を「751,198」に改める。

［資金管理団体］の珍部よしひろ後援会のうち調査研究費「239,188」を「25,750」に改める。

［資金管理団体］の珍部よしひろ後援会のうち政治活動費小計「2,528,288」を「776,948」に改める。

［資金管理団体］の別表１中

「

珍部芳裕 1,500,000 出雲市

珍部全五 1,000,000 出雲市

浜村亮司 300,000 出雲市
を

高橋秀男 800,000 出雲市

金井秀臣 300,000 東京都文京区

加藤智麗 300,000 兵庫県宝塚市

」

「

珍部全五 1,000,000 出雲市

浜村亮司 300,000 出雲市

高橋秀男 800,000 出雲市 に改める。

金井秀臣 300,000 東京都文京区

加藤智麗 300,000 兵庫県宝塚市

」

島根県選挙管理委員会公表第８号

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第１項及び第17条第１項の規定による政党その他の政治団体の収支に

関する報告書について、珍部よしひろ後援会から訂正の報告があったので、同法第20条の規定に基づき、政党その他の政
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治団体の収支報告書の要旨の公表（平成21年島根県選挙管理委員会公表第１号）の一部を次のとおり訂正する。

平成23年11月25日

島根県選挙管理委員会委員長 津 田 和 美

［資金管理団体］の珍部よしひろ後援会のうち収入総額「3,652,025」を「2,052,038」に改める。

［資金管理団体］の珍部よしひろ後援会のうち前年繰越額「352,025」を「252,038」に改める。

［資金管理団体］の珍部よしひろ後援会のうち本年収入額「3,300,000」を「1,800,000」に改める。

［資金管理団体］の珍部よしひろ後援会のうち支出総額「3,591,567」を「2,051,954」に改める。

［資金管理団体］の珍部よしひろ後援会のうち個人「3,300,000」を「1,800,000」に改める。

［資金管理団体］の珍部よしひろ後援会のうち寄附小計「3,300,000」を「1,800,000」に改める。

［資金管理団体］の珍部よしひろ後援会のうち光熱水費「275,598」を「103,100」に改める。

［資金管理団体］の珍部よしひろ後援会のうち備品・消耗品費「211,289」を「118,568」に改める。

［資金管理団体］の珍部よしひろ後援会のうち事務所費「225,488」を「240,000」に改める。

［資金管理団体］の珍部よしひろ後援会のうち経常経費小計「1,512,375」を「1,261,668」に改める。

［資金管理団体］の珍部よしひろ後援会のうち組織活動費「1,748,405」を「691,836」に改める。

［資金管理団体］の珍部よしひろ後援会のうち宣伝事業費「89,930」を「0」に改める。

［資金管理団体］の珍部よしひろ後援会のうち機関紙誌の発行その他の事業費小計「89,930」を「0」に改める。

［資金管理団体］の珍部よしひろ後援会のうち調査研究費「240,857」を「98,450」に改める。

［資金管理団体］の珍部よしひろ後援会のうち政治活動費小計「2,079,192」を「790,286」に改める。

［資金管理団体］の別表１中

「

珍部芳裕 1,500,000 出雲市

珍部全五 1,200,000 出雲市
を

濱村亮司 300,000 出雲市

袴信輔 300,000 東京都中央区

」

「

珍部全五 1,200,000 出雲市

濱村亮司 300,000 出雲市 に改める。

袴信輔 300,000 東京都中央区

」

島根県選挙管理委員会公表第９号

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第１項及び第17条第１項の規定による政党その他の政治団体の収支に

関する報告書について、珍部よしひろ後援会から訂正の報告があったので、同法第20条の規定に基づき、政党その他の政

治団体の収支報告書の要旨の公表（平成20年島根県選挙管理委員会公表第15号）の一部を次のとおり訂正する。

平成23年11月25日

島根県選挙管理委員会委員長 津 田 和 美

［資金管理団体］の珍部よしひろ後援会のうち収入総額「2,480,000」を「1,980,000」に改める。

［資金管理団体］の珍部よしひろ後援会のうち本年収入額「1,600,000」を「1,100,000」に改める。

［資金管理団体］の珍部よしひろ後援会のうち支出総額「2,127,975」を「1,727,962」に改める。

［資金管理団体］の珍部よしひろ後援会のうち個人「1,600,000」を「1,100,000」に改める。
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［資金管理団体］の珍部よしひろ後援会のうち寄附小計「1,600,000」を「1,100,000」に改める。

［資金管理団体］の珍部よしひろ後援会のうち備品・消耗品費「329,038」を「59,148」に改める。

［資金管理団体］の珍部よしひろ後援会のうち事務所費「195,848」を「203,744」に改める。

［資金管理団体］の珍部よしひろ後援会のうち経常経費小計「1,060,886」を「798,892」に改める。

［資金管理団体］の珍部よしひろ後援会のうち組織活動費「325,897」を「263,290」に改める。

［資金管理団体］の珍部よしひろ後援会のうち機関紙誌の発行事業費「555,340」を「547,340」に改める。

［資金管理団体］の珍部よしひろ後援会のうち宣伝事業費「0」を「118,440」に改める。

［資金管理団体］の珍部よしひろ後援会のうち機関紙誌の発行その他の事業費小計「555,340」を「665,780」に改め

る。

［資金管理団体］の珍部よしひろ後援会のうち調査研究費「185,852」を「0」に改める。

［資金管理団体］の珍部よしひろ後援会のうち政治活動費小計「1,067,089」を「929,070」に改める。

［資金管理団体］の別表１中

「

珍部全五 800,000 出雲市

珍部芳裕 500,000 出雲市 を

濱村亮司 300,000 出雲市

」

「

珍部全五 800,000 出雲市
に改める。

濱村亮司 300,000 出雲市

」

島根県選挙管理委員会公表第10号

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第１項及び第17条第１項の規定による政党その他の政治団体の収支に

関する報告書について、島根県調理師会政治連盟から訂正の報告があったので、同法第20条の規定に基づき、政党その他

の政治団体の収支報告書の要旨の公表（平成22年島根県選挙管理委員会公表第３号）の一部を次のとおり訂正する。

平成23年11月25日

島根県選挙管理委員会委員長 津 田 和 美

［その他の政治団体］の島根県調理師会政治連盟のうち収入総額「115,497」を「115,597」に改める。

［その他の政治団体］の島根県調理師会政治連盟のうち前年繰越額「93,416」を「93,516」に改める。

島根県選挙管理委員会公表第11号

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第１項及び第17条第１項の規定による政党その他の政治団体の収支に

関する報告書について、島根県調理師会政治連盟から訂正の報告があったので、同法第20条の規定に基づき、政党その他

の政治団体の収支報告書の要旨の公表（平成21年島根県選挙管理委員会公表第１号）の一部を次のとおり訂正する。

平成23年11月25日

島根県選挙管理委員会委員長 津 田 和 美

［その他の政治団体］の島根県調理師会政治連盟のうち収入総額「133,416」を「133,516」に改める。

［その他の政治団体］の島根県調理師会政治連盟のうち本年収入額「20,087」を「20,187」に改める。

［その他の政治団体］の島根県調理師会政治連盟のうちその他の収入「87」を「187」に改める。
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